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○筑西市内部公益通報に関する規程 

令和４年６月１日市規程第７号 

筑西市内部公益通報に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。以下「法」という。）第11条第１

項及び第２項の規定並びに公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイド

ライン（内部の職員等からの通報）（平成29年７月31日消費者庁。以下「ガイドライン」という。）

に基づき、法第３条第１号及び法第６条第１号に掲げる公益通報（以下「内部公益通報」という。）

に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置について定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「内部の職員等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

(１) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第２項に規定する一般職の職員及び同条第３

項に規定する非常勤特別職の職員 

(２) 市の事務事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員であって、当該事務事業に従事す

るもの 

(３) 市の施設の指定管理者の従業員であって、当該施設の管理業務に従事するもの 

(４) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律

第88号）に基づき市に派遣された者であって、当該派遣に係る業務に従事するもの 

(５) 前４号に掲げる者であった者その他の法令順守を確保するうえで市長が必要と認める者 

２ この規程において「任命権者」とは、地方公務員法第６条第１項に規定する任命権者をいう。 

３ 前２項に規定するもののほかこの規程に規定する用語の意義は、法及びガイドラインに規定す

る用語の例による。 

（対応責任者等） 

第３条 内部の職員等からの通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意し、かつ、当該通報

に係る対応を迅速かつ適切に行うため、内部公益通報対応責任者を置く。 

２ 内部公益通報対応責任者は、総務部長をもって充てる。 

３ 法第11条第１項に規定する公益通報対応業務従事者は、総務部法制主管課職員とする。 

（通報の窓口等） 

第４条 内部の職員等からの通報は、総務部法制主管課（以下「通報窓口」という。）において受

け付けるものとする。当該通報に関連する相談の窓口も同様とする。 
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（通報の方法等） 

第５条 内部の職員等からの通報は、内部通報概要書（様式第１号。以下「通報概要書」という。）

での文書、電子メール又はファクシミリによる提出によるものとする。この場合において、次に

掲げる通報は、これを受け付けないものとする。 

(１) 不正の目的でなされたことが明らかである通報 

(２) 勤務条件に関する事案である通報 

(３) 筑西市職員のハラスメントの防止等に関する規程（令和２年市訓令第３号）第２条第７号

に掲げるハラスメントに関する事案である通報 

(４) 前２号に掲げるもののほか内部公益通報に該当しないことが明らかである通報 

(５) 匿名による通報 

２ 通報をしようとする内部の職員等は、当該通報に当たって通報対象事実を証する書類があると

きは、当該書類を通報概要書に添付するものとする。 

（通報の受理等） 

第６条 内部公益通報対応責任者は、内部の職員等からの通報を受け付けたときは、遅滞なく、そ

の内容を審査し、内部公益通報として受理するか否かを決定のうえ、内部公益通報受理不受理決

定通知書（様式第２号）により、当該通報をした者（以下「通報者」という。）に通知するもの

とする。 

（調査の実施） 

第７条 内部公益通報対応責任者は、前条の規定により内部公益通報を受理したときは、遅滞なく、

当該通報に係る通報対象事実に関し、必要かつ相当と認める方法により調査を開始するものとす

る。 

２ 前項の調査は、内部公益通報対応責任者が公益通報対応業務従事者のうちから指名した職員（以

下「調査員」という。）に行わせるものとする。 

３ 内部の職員等（通報者を含む。）は、正当な理由がある場合を除き、第１項の調査に誠実に協

力しなければならない。 

４ 調査員は、第１項の調査が終了したときは、内部公益通報調査報告書（様式第３号）により、

内部公益通報対応責任者に報告するものとする。 

（措置の実施） 

第８条 内部公益通報対応責任者は、前条の規定による調査の結果、通報対象事実があると認める

ときは、内部公益通報調査結果報告書（様式第４号）に事実を証明する証拠書類を添えて任命権
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者に報告しなければならない。 

２ 任命権者は、前項の規定による報告があったときは、速やかに是正措置をとるとともに、必要

に応じて通報対象事実に関係した者の告発その他の再発防止のために必要な措置を講じなければ

ならない。 

（結果等の通知） 

第９条 内部公益通報対応責任者は、第７条の規定による調査の結果及び前条の規定による措置の

内容について、内部公益通報結果通知書（様式第５号）により、遅滞なく通報者に通知しなけれ

ばならない。ただし、通報者があらかじめ通知を希望しない旨の申出をしている場合にあっては、

この限りでない。 

（秘密の保持等） 

第10条 内部の職員等からの通報又は相談に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、

内部の職員等からの通報又は相談に関与する職員の範囲は必要最小限でなければならない。 

２ 内部の職員等からの通報又は相談に関与する職員は、当該通報に関係する者の秘密、信用、名

誉、プライバシーその他の権利の保護に十分配慮しなければならない。 

３ 内部の職員等からの通報又は相談に関与する職員は、当該通報に関する秘密を漏らしてはなら

ない。当該職を退いた後も、同様とする。 

４ 内部の職員等からの通報又は相談が、自らが関係する内容である職員は、当該通報の処理又は

相談に関与してはならない。 

（運用状況の公表） 

第11条 市長は、毎年度、内部公益通報に関する秘密保持等に支障が生じない範囲において、内部

公益通報の件数及びその概要について公表するものとする。 

（補則） 

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 

 


